
問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

問 

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連
合 

☎
０
９
２
・
９
８
１
・
９
０
７
１

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
係
る

介
護
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
場
合
や
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
業
・
事
業
廃
止

又
は
収
入
減
少
額
が
前
年
の
三
割
以
上
等
の
場
合
な
ど
、

介
護
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
で
一
定
の
要
件
に
該
当

す
れ
ば
申
請
に
よ
り
支
払
い
の
猶
予
や
、
減
免
・
免
除

を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
減
免
制
度

お知らせ

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う

傷
病
手
当
金
適
用
期
間
の
延
長

〇
桂
川
町
の
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
へ

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
用
者

　

等
に
対
す
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
ま
た
は
発
熱
等
の
症
状

が
あ
っ
た
場
合
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
等

に
よ
り
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
（
※
１
）

（
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
限
る
）
に
つ
い
て
、

傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す
。
支
給
要
件
等
詳
細
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
１
…
適
用
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

【
変
更
後
】
令
和
2
年
12
月
31
日
～
令
和
3
年
3
月
31
日

　
　
　
　

 
ま
で
延
長

傷
病
手
当
金
適
用
期
間
の
延
長

手当金

【
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ
】

　

医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
の
際
の
医
療
費
控
除
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

左
記
の
と
お
り
医
療
費
通
知
の
送
付
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問 

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

「
医
療
費
通
知
」
が

確
定
申
告
に
使
え
ま
す
！

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

 ■ 医療費通知について

送付時期 毎月 25 日前後

送付回数 12 回／年

対象診療年月（注 1）
送付年月の 2 ヶ月前分

（例）12 月発送…10 月診療分

（注１）医療費通知は、2 ヶ月遅れで送付しておりますので確定申告時期に

は間に合わない場合があります。その際は、医療費控除の明細書にて申告

をしていただく必要がありますのでご注意ください。ご不明点等ございま

したらお問い合わせください。

お知らせ

問 

桂
川
町
商
工
会 

☎
６
５
・
０
０
２
０

桂
川
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の

使
用
期
限
は
1
月
31
日
㈰
ま
で
！

　

桂
川
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
『
よ
か
ー
け
ん
』
の

使
用
期
限
は
、
令
和
3
年
1
月
31
日
㈰
ま
で
で
す
。
商

品
券
は
、
使
用
期
限
を
過
ぎ
る
と
使
用
で
き
な
い
上
、

使
用
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
払
い
戻
し
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
取
扱
加
盟
店
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

『
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い
っ
！
よ
か
ー
け
ん
』

令和 3 年 . 広報けいせん 1 月 10 頁


